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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と
　前記第１の基板上に配置される第２の基板と、
　前記第２の基板上に配置される発光素子と、
　前記第２の基板上に配置される第１の導電層及び第２の導電層と、
　前記第１の導電層及び前記第２の導電層のうち少なくとも一つと前記発光素子とを電気
的に連結する少なくとも一つのワイヤと、
　前記発光素子上に配置され、前記発光素子から照射される光の波長を変換する波長変換
層と、
　前記発光素子及び前記少なくとも一つのワイヤを包囲するように前記第１の基板及び前
記第２の基板上に配置される保護層と、を含み、
　前記波長変換層の上面は前記保護層から露出し、
　前記保護層は、前記発光素子の側面及び前記波長変換層の側面と接し、
　前記保護層の上面及び前記波長変換層の上面は、それぞれ前記少なくとも一つのワイヤ
の最高点より高く位置し、
　前記発光素子の数は複数であり、各発光素子は互いに離隔するように位置し、前記波長
変換層は複数の部分を含み、前記複数の部分は、それぞれ前記各発光素子のうちいずれか
一つに対応するように位置する、ランプユニット。
【請求項２】
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　前記波長変換層は、前記少なくとも一つのワイヤの一部を覆い、
　前記保護層の上面は、前記波長変換層の上面の縁部から離隔する、請求項１項に記載の
ランプユニット。
【請求項３】
　前記発光素子の上面から前記波長変換層の上面までの高さは、前記発光素子の上面から
前記保護層の上面までの高さと異なる、請求項１又は２項に記載のランプユニット。
【請求項４】
　前記保護層は、光を反射するモールディング部材からなる、請求項１から３のいずれか
１項に記載のランプユニット。
【請求項５】
　前記保護層は透光性モールディング部材からなる、請求項１から４のいずれか１項に記
載のランプユニット。
【請求項６】
　前記発光素子は、第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含み、光を発生する
発光構造物を備えており、
　前記発光素子は、青色光、緑色光、赤色光、及び黄色光のうちいずれか一つを放出する
、請求項１から５のいずれか１項に記載のランプユニット。
【請求項７】
　前記発光素子に対応して前記保護層及び前記波長変換層上に配置されるレンズをさらに
含む、請求項１から６のいずれか１項に記載のランプユニット。
【請求項８】
　前記第１の基板はキャビティを有し、前記第２の基板は前記キャビティ内に配置され、
前記保護層は前記キャビティ内に充填される、請求項１から７のいずれか１項に記載のラ
ンプユニット。
【請求項９】
　前記第１の基板はＭＣＰＣＢ（Ｍｅｔａｌ　Ｃｏｒｅｄ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ　Ｂｏａｒｄ）で、前記第２の基板はセラミック基板である、請求項１から８のいず
れか１項に記載のランプユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、ランプユニット及び車両ランプ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ランプは、特定の目的のために光を供給又は調節する装置をいう。ランプの光
源としては、白熱電球、蛍光灯、ネオン灯などを使用することができ、最近は、ＬＥＤ（
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が使用されている。
【０００３】
　ＬＥＤは、化合物半導体特性を用いて電気信号を赤外線又は光に変化させる素子であっ
て、蛍光灯とは異なり、水銀などの有害物質を使用しないため環境汚染を誘発する原因が
少ない。また、ＬＥＤの寿命は、白熱電球、蛍光灯、ネオン灯の寿命より長い。また、白
熱電球、蛍光灯、ネオン灯などと比較すると、ＬＥＤは、電力消費が少なく、高い色温度
によって視認性に優れ、眩しさが少ないという長所を有する（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－０９７５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　実施形態は、発光素子にボンディングされるワイヤを保護し、光の損失を減少させ得る
ランプユニットを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態は、第１の基板；前記第１の基板上に配置される第２の基板；前記第２の基板
上に配置される発光素子；前記第２の基板上に配置される第１の導電層及び第２の導電層
；前記第１の導電層及び前記第２の導電層のうち少なくとも一つと前記発光素子とを電気
的に連結する少なくとも一つのワイヤ；及び前記発光素子及び前記少なくとも一つのワイ
ヤを包囲するように前記第１の基板及び前記第２の基板上に配置される保護層；を含み、
前記保護層の上部面は、前記少なくとも一つのワイヤの最高点より高く位置する。
【０００７】
　前記保護層は、光を反射するモールディング部材からなり得る。又は、前記保護層は、
透光性モールディング部材からなり得る。
【０００８】
　前記保護層は、前記発光素子の側面と接することができる。
【０００９】
　前記発光素子の上部面は、前記保護層の上部面と同一の平面上に位置し得る。
【００１０】
　前記発光素子の上部面は、前記保護層から露出し得る。
【００１１】
　前記発光素子は、第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含み、光を発生する
発光構造物；及び前記発光構造物上に配置され、前記発光構造物から照射される光の波長
を変換する波長変換層；を含むことができる。
【００１２】
　前記第１の基板はキャビティを有し、前記第２の基板を前記キャビティ内に配置し、前
記保護層は前記キャビティ内に充填することができる。
【００１３】
　前記ランプユニットは、前記第２の基板上に配置される第３の導電層及び第４の導電層
；前記第１の導電層と前記第３の導電層とを電気的に連結する第１のワイヤ；及び前記第
２の導電層と前記第４の導電層とを電気的に連結する第２のワイヤ；をさらに含み、前記
保護層は、前記第１のワイヤ及び前記第２のワイヤを包囲することができる。
【００１４】
　前記ランプユニットは、前記発光素子に対応して前記保護層上に配置されるレンズをさ
らに含むことができる。
【００１５】
　前記第１の基板はＭＣＰＣＢ（Ｍｅｔａｌ　Ｃｏｒｅｄ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ　Ｂｏａｒｄ）で、前記第２の基板はセラミック基板であり得る。
【００１６】
　他の実施形態に係るランプユニットは、第１の基板；前記第１の基板上に配置される第
２の基板；前記第２の基板上に配置される発光素子；前記第２の基板上に配置される第１
の導電層及び第２の導電層；前記第１の導電層及び前記第２の導電層のうち少なくとも一
つと前記発光素子とを電気的に連結する少なくとも一つのワイヤ；前記発光素子上に配置
され、前記発光素子から照射される光の波長を変換する波長変換層；及び前記発光素子及
び前記少なくとも一つのワイヤを包囲するように前記第１の基板及び前記第２の基板上に
配置される保護層；を含み、前記保護層の上部面は前記少なくとも一つのワイヤの最高点
より高く位置する。
【００１７】
　前記波長変換層の上部面は、前記少なくとも一つのワイヤの最高点より高く位置し得る
。
【００１８】
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　前記保護層は、光を反射するモールディング部材からなり得る。又は、前記保護層は、
透光性モールディング部材からなり得る。
【００１９】
　前記保護層は、前記発光素子の側面及び前記波長変換層の側面と接することができる。
【００２０】
　前記波長変換層の上部面は、前記保護層から露出し得る。
【００２１】
　前記発光素子は、第１の半導体層、活性層、及び第２の半導体層を含み、光を発生する
発光構造物を備えており、前記発光素子は、青色光、緑色光、赤色光、及び黄色光のうち
いずれか一つを放出することができる。
【００２２】
　前記ランプユニットは、前記発光素子に対応して前記保護層及び前記波長変換層上に配
置されるレンズをさらに含むことができる。
【００２３】
　前記発光素子の数は複数であって、各発光素子は、互いに離隔するように位置し得る。
前記波長変換層は、複数の部分を含み、前記複数の部分は、それぞれ前記各発光素子のう
ちいずれか一つに対応するように位置し得る。又は、前記波長変換層は、前記複数の発光
素子がそれぞれ位置する領域、及び隣接する２個の発光素子の間の領域に対応するように
位置し得る。
【００２４】
　前記ランプユニットは、前記保護層の外周面に接するように前記第１の基板上に配置さ
れ、前記保護層の縁部を支持するモールディング固定部をさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００２５】
　実施形態は、発光素子にボンディングされるワイヤを保護し、光の損失を減少させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施形態に係るランプユニットの平面図である。
【図２】図１に示したランプユニットのＡＢ方向の断面図である。
【図３】第１の実施形態に係る波長変換層とワイヤの拡大図である。
【図４】第２の実施形態に係る波長変換層とワイヤの拡大図である。
【図５】第３の実施形態に係る波長変換層とワイヤの拡大図である。
【図６】第４の実施形態に係る波長変換層とワイヤの拡大図である。
【図７】一実施形態に係る波長変換層を示す図である。
【図８】他の実施形態に係る波長変換層を示す図である。
【図９】他の実施形態に係るランプユニットの断面図である。
【図１０】他の実施形態に係るランプユニットの平面図である。
【図１１】図１０に示したランプユニットのＡＢ方向の断面図である。
【図１２】他の実施形態に係るランプユニットの平面図である。
【図１３】図１２に示したランプユニットのＡＢ方向の断面図である。
【図１４】他の実施形態に係るランプユニットの断面図である。
【図１５】他の実施形態に係るランプユニットの平面図である。
【図１６】図１５に示したランプユニットのＡＢ方向の断面図である。
【図１７】他の実施形態に係るランプユニットの平面図である。
【図１８】図１７に示したランプユニットのＣＤ方向の断面図である。
【図１９】他の実施形態に係るランプユニットを示す図である。
【図２０】他の実施形態に係るランプユニットの平面図である。
【図２１】図２０に示したランプユニットのＣＤ方向の断面図である。
【図２２】他の実施形態に係るランプユニットの平面図である。
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【図２３】図２２に示したランプユニットのＣＤ方向の断面図である。
【図２４】他の実施形態に係るランプユニットの断面図である。
【図２５】他の実施形態に係るランプユニットの平面図である。
【図２６】図２５に示したランプユニットのＣＤ方向の断面図である。
【図２７】他の実施形態に係るランプユニットの断面図である。
【図２８】図１に示した発光素子の一実施形態を示す図である。
【図２９】図１３に示した発光素子の一実施形態を示す図である。
【図３０】図１８に示した発光素子の一実施形態を示す図である。
【図３１】図２３に示した発光素子の一実施形態を示す図である。
【図３２】実施形態に係る車両用ヘッドランプの断面図である。
【図３３】他の実施形態に係る車両のヘッドランプを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
以下、各実施形態は、添付の図面及び各実施形態についての説明を通して明白になるだろ
う。実施形態の説明において、各層（膜）、領域、パターン又は各構造物が基板、各層（
膜）、領域、パッド又は各パターンの「上（ｏｎ）」に又は「下（ｕｎｄｅｒ）」に形成
されると記載される場合、「上（ｏｎ）」と「下（ｕｎｄｅｒ）」は、「直接（ｄｉｒｅ
ｃｔｌｙ）」又は「他の層を介在して（ｉｎｄｉｒｅｃｔｌｙ）」形成されることを全て
含む。また、各層の上又は下に対する基準は図面に基づいて説明する。
【００２８】
　図面において、大きさは、説明の便宜及び明確性のために誇張したり、省略したり、又
は概略的に示した。また、各構成要素の大きさは、実際の大きさを全的に反映するもので
はない。また、同一の参照番号は、図面の説明を通して同一の要素を示す。以下、添付の
図面を参照して実施形態に係るランプユニット及びこれを含む車両用ランプ装置を説明す
る。
【００２９】
　図１は、実施形態に係るランプユニット１００の平面図で、図２は、図１に示したラン
プユニット１００のＡＢ方向の断面図である。
【００３０】
　図１及び図２を参照すると、ランプユニット１００は、第１の基板１０１、第２の基板
１０２、複数の導電層１１２、１１４、１２２、１２４、発光素子１３０、保護層１４０
、波長変換層１５０、及び複数のワイヤ１６２、１６４、１６６を含む。
【００３１】
　第２の基板１０２は第１の基板１０１上に配置することができ、第２の基板１０２の面
積は第１の基板１０１の面積より小さくなり得る。他の実施形態においては、第２の基板
１０２の面積は第１の基板１０１の面積と同一であり得る。
【００３２】
　第１の基板１０１は第１の熱伝導率を有する基板で、第２の基板１０２は第２の熱伝導
率を有する基板で、第１の熱伝導率は第２の熱伝導率より大きくなり得る。これは、第２
の基板１０２上に配置される発光素子１３０から発生する熱を第１の基板１０１を通して
外部に迅速に放出するためである。
【００３３】
　第１の基板１０１は、金属基板、例えば、ＭＣＰＣＢ（Ｍｅｔａｌ　Ｃｏｒｅｄ　Ｐｒ
ｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）であり得る。第１の基板１０１は、熱伝導性
の高い放熱プレートであって、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、金（Ａ
ｕ）から選ばれたいずれか一つの物質又はそれらの合金で形成することができる。
【００３４】
　第２の基板１０２は絶縁基板であり得る。例えば、第２の基板１０２は、熱伝導率の高
いセラミック基板であり得る。第２の基板１０２は、窒化物、例えば、ＡｌＮで形成する
ことができる。又は、第２の基板１０２は、陽極酸化層（ａｎｏｄｉｚｅｄ　ｌａｙｅｒ
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）を含むこともできる。
【００３５】
　第１の基板１０１と第２の基板１０２は多様な形態に形成することができる。
【００３６】
　一実施形態として、第１の基板１０１は、所定領域にキャビティ１０５を有することが
でき、第２の基板１０２は、第１の基板１０１のキャビティ１０５内に配置することがで
きる。このとき、第１の基板１０１はＡｌ、Ｃｕ、Ａｕのうち少なくともいずれか一つを
含むことができ、第２の基板１０２はＡｌＮを含むことができる。
【００３７】
　他の実施形態として、第１の基板１０１と第２の基板１０２は、順次積層された積層構
造からなる場合もある。このとき、第１の基板１０１はＡｌ、Ｃｕ、Ａｕのうち少なくと
もいずれか一つを含むことができ、第２の基板１０２は陽極酸化層を含むことができる。
【００３８】
　更に他の実施形態として、第１の基板１０１と第２の基板１０２は互いに同一の物質か
らなり、このとき、第１の基板１０１と第２の基板１０２はＡｌＮ、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｕの
うち少なくともいずれか一つを含むことができる。
【００３９】
　発光素子１３０が配置される第２の基板１０２の上部表面は、平らな平面であるか、凹
状の曲面又は凸状の曲面からなる場合もある。又は、第２の基板１０２の上部表面は、凹
状の曲面、凸状の曲面、平らな平面のうち少なくとも二つの形状が混合された形態であっ
てもよい。
【００４０】
　第３の導電層１１２及び第４の導電層１１４は、第１の基板１０１上に互いに離隔する
ように配置することができる。第１の基板１０１は、第３の導電層１１２及び第４の導電
層１１４を含む第１の回路パターンを含むことができる。第３の導電層１１２及び第４の
導電層１１４の形状は、図１に示したものに限定されることはなく、多様な形態に具現す
ることができる。
【００４１】
　第１の導電層１２２及び第２の導電層１２４は、第２の基板１０２上に互いに離隔する
ように配置することができる。第２の基板１０２は、第１の導電層１２２及び第２の導電
層１２４を含む第２の回路パターンを含むことができる。
【００４２】
　発光素子１３０は第２の基板１０２上に配置される。発光素子１３０の数は１個以上で
あり得る。例えば、図１に示したように、発光素子１３０の数は複数であり、複数の発光
素子１３０は、互いに離隔するように第２の基板１０２上に配置することができる。
【００４３】
　第２の導電層１２４は複数であり、複数の第２の導電層は互いに離隔するように配置で
きるが、これに限定されることはなく、互いに連結された一つの導電層を形成することも
できる。
【００４４】
　図１において第１の導電層１２２は一つであるが、これに限定されることはなく、複数
であってもよく、複数の第１の導電層は互いに離隔するように配置することができ、それ
ぞれの第１の導電層１２２にはワイヤ１６６をボンディングすることができる。
【００４５】
　図２８は、図１に示した発光素子１３０の一実施形態を示す。
【００４６】
　図２８を参照すると、発光素子１３０は、第２の電極４０５、保護層４４０、電流遮断
層４４５、発光構造物４５０、パッシベーション層４６５、及び第１の電極４７０を含む
。例えば、発光素子１３０は、発光ダイオードチップ形態であり得る。
【００４７】
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　第２の電極４０５は、第１の電極４７０と共に発光構造物４５０に電源を提供する。第
２の電極４０５は、支持層４１０、接合層４１５、バリア層４２０、反射層４２５、及び
オーミック層４３０を含むことができる。
【００４８】
　支持層４１０は、発光構造物４５０を支持する。支持層４１０は、金属又は半導体物質
で形成することができる。また、支持層４１０は、電気伝導性と熱伝導性の高い物質で形
成することができる。例えば、支持層４１０は、銅（Ｃｕ）、銅合金（Ｃｕ　ａｌｌｏｙ
）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、及び銅―タングステン（Ｃｕ
―Ｗ）のうち少なくとも一つを含む金属物質で形成したり、又はＳｉ、Ｇｅ、ＧａＡｓ、
ＺｎＯ、ＳｉＣのうち少なくとも一つを含む半導体で形成することができる。
【００４９】
　接合層４１５は、支持層４１０とバリア層４２０との間に配置することができ、支持層
４１０とバリア層４２０を接合させるボンディング層としての役割をすることができる。
接合層４１５は、金属物質、例えば、Ｉｎ、Ｓｎ、Ａｇ、Ｎｂ、Ｐｄ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｃｕ
のうち少なくとも一つを含むことができる。接合層４１５は、支持層４１０をボンディン
グ方式で接合するために形成するものであるので、支持層４１０をめっきや蒸着方法で形
成する場合、接合層４１５は省略することができる。
【００５０】
　バリア層４２０は、反射層４２５、オーミック層４３０、及び保護層４４０の下側に配
置され、接合層４１５及び支持層４１０の金属イオンが反射層４２５及びオーミック層４
３０を通過して発光構造物４５０に拡散されることを防止することができる。例えば、バ
リア層４２０は、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｔｉ、Ｗ、Ｖ、Ｆｅ、Ｍｏのうち少なくとも一つを含むこ
とができ、単層又は多層からなり得る。
【００５１】
　反射層４２５は、バリア層４２０上に配置することができ、発光構造物４５０から入射
される光を反射させ、光抽出効率を改善することができる。反射層４２５は、光反射物質
、例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｈｆ
のうち少なくとも一つを含む金属又は合金で形成することができる。
【００５２】
　反射層４２５は、金属又は合金とＩＺＯ、ＩＺＴＯ、ＩＡＺＯ、ＩＧＺＯ、ＩＧＴＯ、
ＡＺＯ、ＡＴＯなどの透光性伝導性物質を用いて多層に形成することができ、例えば、Ｉ
ＺＯ／Ｎｉ、ＡＺＯ／Ａｇ、ＩＺＯ／Ａｇ／Ｎｉ、ＡＺＯ／Ａｇ／Ｎｉなどで形成するこ
とができる。
【００５３】
　オーミック層４３０は、反射層４２５と第２の半導体層４５２との間に配置することが
でき、第２の半導体層４５２にオーミック接触し、発光構造物４５０への電源供給を円滑
にすることができる。
【００５４】
　透光性伝導層と金属を選択的に使用してオーミック層４３０を形成することができる。
例えば、オーミック層４３０は、第２の半導体層４５２とオーミック接触する金属物質、
例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｓｎ、Ｒｕ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｈｆのうち少
なくともいずれか一つを含むことができる。
【００５５】
　保護層４４０は、第２の電極層４０５の縁部領域上に配置することができる。例えば、
保護層４４０は、オーミック層４３０の縁部領域、反射層４２５の縁部領域、バリア層４
２０の縁部領域、又は支持層４１０の縁部領域上に配置することができる。
【００５６】
　保護層４４０は、発光構造物４５０と第２の電極層４０５との間の界面剥離によって発
光素子１３０の信頼性が低下することを防止することができる。保護層４４０は、電気絶
縁性物質、例えば、ＺｎＯ、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＴｉＯｘ（ｘは正の実数）、又はＡ
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ｌ２Ｏ３などで形成することができる。
【００５７】
　電流遮断層４４５は、オーミック層４３０と発光構造物４５０との間に配置することが
できる。電流遮断層４４５の上面は第２の半導体層４５２と接触し、電流遮断層４４５の
下面、又は下面と側面はオーミック層４３０と接触することができる。電流遮断層４４５
は、垂直方向に第１の電極４７０と少なくとも一部が空間的にオーバーラップされるよう
に配置することができる。
【００５８】
　電流遮断層４４５は、オーミック層４３０と第２の半導体層４５２との間に形成したり
、反射層４２５とオーミック層４３０との間に形成することができ、これについて限定す
ることはない。
【００５９】
　発光構造物４５０は、オーミック層４３０及び保護層４４０上に配置することができる
。発光構造物４５０の側面は、単位チップに区分するアイソレーションエッチング過程で
傾斜面になり得る。発光構造物４５０は、第２の半導体層４５２、活性層４５４、及び第
１の半導体層４５６を含むことができ、光を発生することができる。
【００６０】
　第２の半導体層４５２は、３族―５族、２族―６族などの化合物半導体で具現すること
ができ、これには第２の導電型ドーパントをドーピングすることができる。例えば、第２
の半導体層４５２は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ
＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体で形成することができ、これにはｐ型ドーパント（例
えば、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ）をドーピングすることができる。
【００６１】
　活性層４５４は、第１の半導体層４５６及び第２の半導体層４５２から提供される電子
と正孔の再結合過程で発生するエネルギーによって光を生成することができる。
【００６２】
　活性層４５４は、半導体化合物、例えば、３族―５族、２族―６族の化合物半導体で形
成し、単一井戸構造、多重井戸構造、量子線（Ｑｕａｎｔｕｍ―Ｗｉｒｅ）構造、又は量
子点（Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ）構造などに形成することができる。活性層４５４が量子
井戸構造である場合は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦
ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する井戸層と、ＩｎａＡｌｂＧａ１－ａ－ｂＮ（０≦ａ≦１、
０≦ｂ≦１、０≦ａ＋ｂ≦１）の組成式を有する障壁層とを備える単一又は量子井戸構造
にすることができる。井戸層は、障壁層のエネルギーバンドギャップより低いバンドギャ
ップを有する物質であり得る。
【００６３】
　第１の半導体層４５６は、３族―５族、２族―６族などの化合物半導体で具現すること
ができ、これには第１の導電型ドーパントをドーピングすることができる。例えば、第１
の半導体層４５６は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ
＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体で形成することができ、これにはｎ型ドーパント（例
えば、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓｅ、Ｔｅなど）をドーピングすることができる。
【００６４】
　発光素子１３０は、発光構造物４５０の第１の半導体層４５６、活性層４５４、及び第
２の半導体層４５２の組成によって青色光、赤色光、緑色光、及び黄色光のうちいずれか
一つを放出することができる。
【００６５】
　パッシベーション層４６５は、発光構造物４５０を電気的に保護するために発光構造物
４５０の側面に配置することができる。パッシベーション層４６５は、第１の半導体層４
５６の上面一部又は保護層４４０の上面にも配置することができる。パッシベーション層
４６５は、絶縁物質、例えば、ＳｉＯ２、ＳｉＯｘ、ＳｉＯｘＮｙ、Ｓｉ３Ｎ４、又はＡ
ｌ２Ｏ３で形成することができる。
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【００６６】
　第１の電極４７０は、第１の半導体層４５６上に配置することができる。第１の電極４
７０は、所定のパターン形状であり得る。第１の電極４７０は、ワイヤボンディングのた
めのパッド部、及びパッド部から拡張される枝電極（図示せず）を含むことができる。
【００６７】
　第１の半導体層４５６の上面には、光抽出効率を増加させるためにラフネスパターン（
図示せず）を形成することができる。また、光抽出効率を増加させるために、第１の電極
４７０の上面にもラフネスパターン（図示せず）を形成することができる。
【００６８】
　発光素子１３０は、第１の導電層１２２と第２の導電層１２４に電気的に連結すること
ができる。発光素子１３０の数が複数であるとき、複数の発光素子は、第１の導電層１２
２と第２の導電層１２４に電気的に連結することができる。
【００６９】
　発光素子１３０の第２の電極４０５は、共晶ボンディング（ｅｕｔｅｃｔｉｃ　ｂｏｎ
ｄｉｎｇ）又はダイボンディングを用いて第２の基板１０２上に配置された第２の導電層
１２４にボンディングし、第２の導電層１２４と電気的に連結することができる。
【００７０】
　ワイヤ１６６は、発光素子１３０の第１の電極４７０と第２の基板１０２上に配置され
た第１導電層１２２とを電気的に連結することができる。ワイヤ１６６の数は１個以上で
あり得る。
【００７１】
　ワイヤ１６２は、第２の基板１０２上に配置された第１の導電層１２２と第１の基板１
０１上に配置された第３の導電層１１２とを電気的に連結することができる。ワイヤ１６
２の数は１個以上であり得る。
【００７２】
　ワイヤ１６４は、第２の基板１０２上に配置された第２の導電層１２４と第１の基板１
０１上に設けられた第４の導電層１１４とを電気的に連結することができる。ワイヤ１６
４の数は１個以上であり得る。
【００７３】
　波長変換層１５０は、発光素子１３０の上部に位置し、発光素子１３０から発生する光
の波長を変化させることができる。波長変換層１５０は、エポキシ又はシリコンなどの無
色透明な高分子樹脂及び蛍光体を含むことができる。波長変換層１５０は、赤色蛍光体、
緑色蛍光体、及び黄色蛍光体のうち少なくとも一つを含むことができる。波長変換層１５
０は、ワイヤ１６６の一部を覆うことができる。ワイヤ１６６の数が複数であるとき、保
護層は、複数のワイヤのそれぞれの一部を覆うことができる。
【００７４】
　保護層１４０は、発光素子１３０及び各ワイヤ１６２～１６６を包囲するように第１の
基板１０１及び第２の基板１０２上に配置される。保護層１４０は、第１の基板１０１の
キャビティ１０５に充填することができる。保護層１４０の上部面は、ワイヤ１６６の最
高点より高く位置し得る。
【００７５】
　保護層１４０は、各ワイヤ１６２～１６６を包囲し、各ワイヤ１６２～１６６が外部に
露出したり、突出することを防止することができる。保護層を備えることによって、実施
形態は、ワイヤ（例えば、１６６）が衝撃又は圧力によって破損又は変形したり、空気な
どによって腐食することを防止することができ、その結果、発光素子１３０の破損又は誤
動作を防止することができる。
【００７６】
　保護層１４０は、光を反射できる非伝導性モールディング部材、例えば、ホワイトシリ
コンからなり得るが、これに限定されることはない。
【００７７】
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　保護層１４０は、発光素子１３０、例えば、図１に示した複数の発光素子と密着し、発
光素子１３０から照射される光を直ぐ反射させるので、実施形態は、空気又は第１の基板
１０１及び第２のと基板１０２による吸収及び透過によって発生する光損失を減少させる
ことができ、発光効率を向上させることができる。
【００７８】
　図３は、第１の実施形態に係る波長変換層１５０とワイヤ１６６の拡大図である。
【００７９】
　図３を参照すると、保護層１４０は、波長変換層１５０の側面１５２及び発光素子１３
０の側面と接することができ、波長変換層１５０の側面１５２を覆うことができる。
【００８０】
　波長変換層１５０の上部面１５４は平らであり、保護層１４０から露出し得る。
【００８１】
　波長変換層１５０の上部面１５４は、保護層１４０の上部面１４２と同一の平面上に位
置し得る。発光素子１３０の上面から波長変換層１５０の上部面１５４までの高さＨ２は
、発光素子１３０の上面から保護層１４０の上部面１４２までの高さＨ３と同一であり得
る（Ｈ２＝Ｈ３）。
【００８２】
　ワイヤ１６６を保護するために、波長変換層１５０の上部面１５４及び保護層１４０の
上部面１４２は、ワイヤ１６６の最高点Ｔ１より高く位置し得る。
【００８３】
　発光素子１３０の上面から波長変換層１５０の上部面１５４及び保護層１４０の上部面
１４２までの高さは、少なくとも５０μmを超えることができる。これは、実質的に工程
上可能なワイヤ１６６の最高点Ｔ１の最低高さＨ１が約５０μmであるためである。した
がって、発光素子１３０の上面から波長変換層１５０の上部面１５４及び保護層１４０の
上部面１４２までの高さが５０μm以下である場合、ワイヤ１６６が保護層１４０から露
出し得る。
【００８４】
　発光素子１３０の上面から波長変換層１５０の上部面１５４までの高さＨ２は、発光素
子１３０の上面からワイヤ１６６の最高点Ｔ１までの高さＨ１より高くなり得る（Ｈ２＞
Ｈ１）。これは、ワイヤ１６６の露出を防止するためである。
【００８５】
　図４は、第２の実施形態に係る波長変換層１５０―１とワイヤ１６６の拡大図である。
【００８６】
　図４を参照すると、波長変換層１５０―１の上部面１５４―１は、保護層１４０の上部
面１４２より高く位置し得る。波長変換層１５０―１の上部面１５４―１は、保護層１４
０の上部面１４２から突出した構造であり得る。
【００８７】
　発光素子１３０の上面から波長変換層１５０―１の上部面１５４―１までの高さＨ４は
、発光素子１３０の上面から保護層１４０の上部面１４２までの高さＨ３より高くなり得
る（Ｈ４＞Ｈ３）。
【００８８】
　図５は、第３の実施形態に係る波長変換層１５０―２とワイヤ１６６の拡大図である。
【００８９】
　図５を参照すると、波長変換層１５０―２の上部面１５４―２は、保護層１４０の上部
面１４２より低く位置し得る。発光素子１３０の上面から波長変換層１５０―２の上部面
１５４―２までの高さＨ５は、発光素子１３０の上面から保護層１４０の上部面１４２ま
での高さＨ３より低く、ワイヤ１６６の最高点Ｔ１の高さＨ１より高くなり得る（Ｈ１＜
Ｈ５＜Ｈ３）。
【００９０】
　図６は、第４の実施形態に係る波長変換層１５０―３とワイヤ１６６の拡大図である。
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【００９１】
　図６を参照すると、波長変換層１５０―３の上部面１５４―３は曲面であり得る。例え
ば、波長変換層１５０―３の上部面１５４―３はドーム状又は半球状であり得る。波長変
換層１５０―３の上部面１５４―３が曲面であるので、第４の実施形態は、発光素子１３
０から照射される光を屈折させることによって指向角を向上させることができる。
【００９２】
　発光素子１３０の数が複数であるとき、図３ないし図６での説明は、図１に示した複数
の発光素子に同一に適用することができる。
【００９３】
　図７は、一実施形態に係る波長変換層１５０を示す。
【００９４】
　図７を参照すると、発光素子１３０の数が複数であるとき、波長変換層１５０は、各発
光素子１３０がそれぞれ位置する各領域Ｓ１～Ｓ４に対応するように位置し得る。波長変
換層１５０は、複数の互いに離隔する各部分（例えば、１５０―ａ、１５０―ｂ、１５０
―ｃ、１５０―ｄ）を含むことができ、各部分（例えば、１５０―ａ、１５０―ｂ、１５
０―ｃ、１５０―ｄ）のそれぞれは、図１に示した各発光素子のうちいずれか一つに対応
するように位置し得る。
【００９５】
　図８は、他の実施形態に係る波長変換層１５０'を示す。
【００９６】
　図８を参照すると、発光素子１３０の数が複数であるとき、波長変換層１５０'は、図
１に示した各発光素子がそれぞれ位置する領域及び隣接する２個の発光素子の間の領域を
全て合わせた領域Ｓ４に対応するように位置することができ、一つの部分からなり得る。
【００９７】
　図９は、他の実施形態に係るランプユニット１００―１の断面図である。図２と同一の
図面符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略に
したり省略する。
【００９８】
　図９を参照すると、ランプユニット１００―１が図２に示した実施形態のランプユニッ
ト１００と異なる点は、保護層１４０―１が透光性である点にある。
【００９９】
　すなわち、保護層１４０―１は、光を透過できる非伝導性モールディング部材からなり
得る。例えば、保護層１４０―１は、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、ガラス、ガラスセラ
ミック、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ナイロン樹脂、ポリアミド樹
脂、ポリイミド樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエチレン樹脂、テフ
ロン（登録商標）樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリオレフィン樹脂な
どからなり得る。
【０１００】
　図９に示した保護層１４０―１は、上述した保護層１４０と材質において異なるだけで
、残りは上述した通りであり得る。
【０１０１】
　図１０は、他の実施形態に係るランプユニット１００―２の平面図で、図１１は、図１
０に示したランプユニット１００―２のＡＢ方向の断面図である。図２と同一の図面符号
は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略にしたり省
略する。
【０１０２】
　図１０及び図１１を参照すると、ランプユニット１００―２は、図２に示した実施形態
のランプユニット１００にレンズ２１０をさらに含む構造である。
【０１０３】
　レンズ２１０は、各発光素子１３０にそれぞれ対応するように波長変換層１５０及び保
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護層１４０上に配置することができる。レンズ２１０は、対応する発光素子から照射され
る光を屈折させることができ、ランプユニット１００―２の光経路を調節することができ
る。
【０１０４】
　発光素子１３０の数が複数であるとき、図１０では、各発光素子のそれぞれに対応する
レンズ２１０を示したが、他の実施形態では、各発光素子の全体を覆う一つのレンズに具
現することもできる。
【０１０５】
　図１２は、他の実施形態に係るランプユニット１００―３の平面図で、図１３は、図１
２に示したランプユニット１００―３のＡＢ方向の断面図である。図２と同一の図面符号
は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略にしたり省
略する。
【０１０６】
　図１２及び図１３を参照すると、ランプユニット１００―３は、第１の基板１０１、第
２の基板１０２、複数の導電層１１２、１１４、１２２、１２４、発光素子１３０―１、
保護層１４０、及び複数のワイヤ１６２、１６４、１６６を含む。
【０１０７】
　図１２及び図１３を参照すると、図２に示した実施形態では、チップ形態の発光素子１
３０と、発光素子１３０上に位置する波長変換層１５０とを備えるが、ランプユニット１
００―３は、図２に示した実施形態のランプユニット１００の発光素子１３０と波長変換
層１５０が一つのチップに具現された発光素子１３０―１を含む。
【０１０８】
　例えば、発光素子１３０は、青色光、緑色光、赤色光、及び黄色光のうちいずれか一つ
を放出することができ、発光素子１３０―１は白色光を放出することができる。
【０１０９】
　図２９は、図１３に示した発光素子１３０―１の一実施形態を示す。図２８と同一の図
面符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略にし
たり省略する。
【０１１０】
　図２９を参照すると、発光素子１３０―１は波長変換層４８０をさらに含む。
【０１１１】
　波長変換層４８０は、第１の半導体層４５６上に配置することができ、第１の電極４７
０を露出させることができる。
【０１１２】
　例えば、波長変換層４８０は、エポキシ又はシリコンなどの無色透明な高分子樹脂と蛍
光体の混合物であって、高分子樹脂と蛍光体の混合物を第１の半導体層４５６上にコンフ
ォーマルコーティング（ｃｏｎｆｏｒｍａｌ　ｃｏａｔｉｎｇ）することによって波長変
換層４８０を形成することができる。波長変換層４８０は、ワイヤボンディングのために
第１の電極４７０のパッド部（図示せず）を露出させることができる。
【０１１３】
　保護層１４０の上部面は、第２の基板１０２上に配置される導電層１２２にボンディン
グされるワイヤ１６６の最高点より高く位置し得る。保護層１４０は、各ワイヤ１６２～
１６６を包囲し、各ワイヤ１６２～１６６が外部に露出したり、突出することを防止する
ことができる。
【０１１４】
　保護層１４０は、発光素子１３０―１の側面と接することができ、発光素子１３０―１
の上面は保護層１４０から露出し得る。
【０１１５】
　保護層１４０の上部面は、発光素子１３０―１の上部面と同一の平面上に位置し得る。
すなわち、発光素子１３０―１の上面の高さは、保護層１４０の上部面の高さと同一であ
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り得る。このとき、発光素子１３０―１の上面は波長変換層４８０の上部面であり得る。
【０１１６】
　図１４は、他の実施形態に係るランプユニット１００―４の断面図である。図１３と同
一の図面符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡
略にしたり省略する。
【０１１７】
　図１４を参照すると、ランプユニット１００―４が図１３に示した実施形態のランプユ
ニット１００―３と異なる点は、保護層１４０―１が透光性モールディング部材であると
いう点にある。図１４に示した保護層１４０―１は、上述した保護層１４０と材質におい
て異なるだけで、残りは上述した通りであり得る。
【０１１８】
　図１５は、他の実施形態に係るランプユニット１００―５の平面図で、図１６は、図１
５に示したランプユニット１００―５のＡＢ方向の断面図である。
【０１１９】
　図１５及び図１６を参照すると、ランプユニット１００―５は、図１３に示した実施形
態のランプユニット１００―３にレンズ２１０をさらに含む構造である。
【０１２０】
　レンズ２１０は、各発光素子１３０―１にそれぞれ対応するように保護層１４０上に配
置することができる。レンズ２１０は、対応する発光素子から照射される光を屈折させる
ことができ、ランプユニット１００―５の光経路を調節することができる。
【０１２１】
　発光素子１３０―１の数が複数であるとき、図１５では、各発光素子に対応するレンズ
２１０を示したが、他の実施形態では、各発光素子の全体を覆う一つのレンズに具現する
こともできる。
【０１２２】
　図１７は、他の実施形態に係るランプユニット２００の平面図で、図１８は、図１７に
示したランプユニット２００のＣＤ方向の断面図である。図１及び図２と同一の図面符号
は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略にしたり省
略する。
【０１２３】
　図１７及び図１８を参照すると、ランプユニット２００は、第１の基板１０１、第２の
基板１０２、複数の導電層１１２、１１４、１２２、１２４―１、発光素子１３０―２、
保護層１４０、波長変換層１５０、及び複数のワイヤ１６２、１６４、１６６、１６８を
含む。
【０１２４】
　ランプユニット２００が図２に示したランプユニット１００と異なる点は、発光素子１
３０―２が水平型発光ダイオードである点と、これによる発光素子１３０―２と各導電層
１１２、１１４、１２２、１２４―１との電気的連結構造にある。
【０１２５】
　発光素子１３０―２の数が複数であるとき、図１７に示した各発光素子は第２の基板１
０２上に配置することができる。
【０１２６】
　図３０は、図１８に示した発光素子１３０―２の一実施形態を示す。
【０１２７】
　図３０を参照すると、発光素子１３０―２は、基板３１０、発光構造物４５０、伝導層
３３０、第１の電極３４２、及び第２の電極３４４を含む。
【０１２８】
　基板３１０は、半導体物質成長に適した物質、すなわち、キャリアウエハーで形成する
ことができる。また、基板３１０は、熱伝導性に優れた物質で形成することができ、伝導
性基板又は絶縁性基板であり得る。例えば、基板３１０は、サファイア（Ａｌ２Ｏ３）、
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ＧａＮ、ＳｉＣ、ＺｎＯ、Ｓｉ、ＧａＰ、ＩｎＰ、Ｇａ２Ｏ３、ＧａＡｓのうち少なくと
も一つを含む物質で形成することができる。このような基板３１０の上面には凹凸パター
ンを形成することができる。
【０１２９】
　また、基板３１０上には、２族ないし６族元素の化合物半導体を用いた層又はパターン
、例えば、ＺｎＯ層（図示せず）、バッファー層（図示せず）、アンドープ半導体層（図
示せず）のうち少なくとも一つの層を形成することができる。バッファー層又はアンドー
プ半導体層は、３族―５族元素の化合物半導体を用いて形成することができ、バッファー
層は基板との格子定数の差を減少させ、アンドープ半導体層は、ドーピングしないＧａＮ
系半導体で形成することができる。
【０１３０】
　発光構造物４５０は、光を発生する半導体層であって、第１の半導体層４５６、活性層
４５４、及び第２の半導体層４５２を含むことができる。第１の半導体層４５６、活性層
４５４、及び第２の半導体層４５２は、図２８を参照して説明した通りであり得る。発光
素子１３０―２は、青色光、緑色光、赤色光、及び黄色光のうちいずれか一つを放出する
ことができる。
【０１３１】
　発光構造物４５０は、第２の半導体層４５２、活性層４５４及び第１の半導体層４５６
の一部が除去されることによって、第１の半導体層４５６の一部を露出させることができ
る。
【０１３２】
　伝導層３３０は、全反射を減少させるだけでなく、透光性が良いので、活性層４５４か
ら第２の半導体層４５２に放出される光の抽出効率を増加させることができる。
【０１３３】
　伝導層３３０は、透明伝導性酸化物、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉ
ｄｅ）、ＴＯ（Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）
、ＩＴＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＡＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ
　Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｇａｌｌｉｕ
ｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＧＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘ
ｉｄｅ）、ＡＺＯ（Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＴＯ（Ａｎｔｉｍｏ
ｎｙ　ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＧＺＯ（Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、Ｉｒ
Ｏｘ、ＲｕＯｘ、ＲｕＯｘ／ＩＴＯ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｎｉ／ＩｒＯｘ／Ａｕ、及びＮｉ／Ｉ
ｒＯｘ／Ａｕ／ＩＴＯのうち一つ以上を用いて単層又は多層からなり得る。
【０１３４】
　第１の電極３４２は、露出する第１の半導体層４５６上に配置することができ、第２の
電極３４４は、伝導層３３０上に配置することができる。
【０１３５】
　第１の導電層１２２と第４の導電層１２４―１は、第２の基板１０２上に互いに離隔す
るように位置し、発光素子１３０―２は、第１の導電層１２２と第４の導電層１２４―１
に電気的に連結することができる。
【０１３６】
　発光素子１３０―２の基板３１０は第２の基板１０２にボンディングすることができる
。
【０１３７】
　ワイヤ１６６は、発光素子１３０―２の第１の電極３４２と第２の基板１０２上に配置
された第１の導電層１２２とを電気的に連結することができる。ワイヤ１６８は、発光素
子１３０―２の第２の電極３４４と第２の基板１０２上に配置された第４の導電層１２４
―１とを電気的に連結することができる。
【０１３８】
　各ワイヤ１６６、１６８を保護するために、波長変換層１５０の上部面及び保護層１４
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０の上部面は、各ワイヤ１６６、１６８のそれぞれの最高点Ｔ１より高く位置し得る。
【０１３９】
　図１９は、他の実施形態に係るランプユニット２００―１を示す。図１８と同一の図面
符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略にした
り省略する。
【０１４０】
　図１９を参照すると、ランプユニット２００―１が図１８に示した実施形態のランプユ
ニット２００と異なる点は、保護層１４０―１が透光性である点にある。
【０１４１】
　図２０は、他の実施形態に係るランプユニット２００―２の平面図で、図２１は、図２
０に示したランプユニット２００―２のＣＤ方向の断面図である。図１８と同一の図面符
号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略にしたり
省略する。
【０１４２】
　図２０及び図２１を参照すると、ランプユニット２００―２は、図１８に示した実施形
態のランプユニット２００にレンズ２１０をさらに含む構造である。レンズ２１０は、各
発光素子１３０―２にそれぞれ対応するように波長変換層１５０及び保護層１４０上に配
置することができる。レンズ２１０は、対応する発光素子１３０―２から照射される光を
屈折させることができ、ランプユニット２００―２の光経路を調節することができる。
【０１４３】
　図２２は、他の実施形態に係るランプユニット２００―３の平面図で、図２３は、図２
２に示したランプユニット２００―３のＣＤ方向の断面図である。図１７及び図１８と同
一の図面符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡
略にしたり省略する。
【０１４４】
　図２２及び図２３を参照すると、ランプユニット２００―３は、第１の基板１０１、第
２の基板１０２、複数の導電層１１２、１１４、１２２、１２４―１、発光素子１３０―
３、保護層１４０、及び複数のワイヤ１６２、１６４、１６６、１６８を含む。
【０１４５】
　図２２及び図２３を参照すると、図１８に示した実施形態では、チップ形態の発光素子
１３０―２と、発光素子１３０―２上に位置する波長変換層１５０とを備えるが、ランプ
ユニット２００―３は、図１８に示した実施形態のランプユニット２００の発光素子１３
０―２と波長変換層１５０が一つのチップに具現された発光素子１３０―３を含む。
【０１４６】
　例えば、発光素子１３０―２は、青色光、緑色光、赤色光、及び黄色光のうちいずれか
一つを放出することができ、発光素子１３０―３は白色光を放出することができる。
【０１４７】
　図３１は、図２３に示した発光素子１３０―３の一実施形態を示す。図３０と同一の図
面符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡略にし
たり省略する。
【０１４８】
　図３１を参照すると、発光素子１３０―３は波長変換層３５０をさらに含む。
【０１４９】
　波長変換層３５０は、第２の半導体層４５２上に配置することができ、第２の電極３４
４を露出させることができる。
【０１５０】
　保護層１４０の上部面は、発光素子１３０―３の上面と同一の平面上に位置し得る。発
光素子１３０―３の上面の高さは、保護層１４０の上部面の高さと同一であり得る。この
とき、発光素子１３０―３の上面は、波長変換層３５０の上部面であり得る。
【０１５１】
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　保護層１４０は、発光素子１３０―３の側面と接することができ、発光素子１３０―３
の上面は保護層１４０から露出し得る。
【０１５２】
　各ワイヤ１６６、１６８の最高点の高さは、発光素子１３０―３の上面の高さ及び保護
層１４０の上部面の高さより低いので、実施形態は、各ワイヤ１６６、１６８の破損及び
変形を防止することができる。
【０１５３】
　図２４は、他の実施形態に係るランプユニット２００―４の断面図である。図２３と同
一の図面符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は、重複を避けるために簡
略にしたり省略する。
【０１５４】
　図２４を参照すると、図２３に示したランプユニット２００―３の保護層１４０は反射
部材である一方、ランプユニット２００―４の保護層１４０―１は透光性であり得る。
【０１５５】
　図２５は、他の実施形態に係るランプユニット２００―５の平面図で、図２６は、図２
５に示したランプユニット２００―５のＣＤ方向の断面図である。
【０１５６】
　図２２及び図２３と同一の図面符号は同一の構成を示し、同一の構成についての説明は
、重複を避けるために簡略にしたり省略する。
【０１５７】
　図２５及び図２６を参照すると、発光素子１３０―３から照射される光を屈折させ、光
経路を調節するために、ランプユニット２００―５は、図２３に示した実施形態のランプ
ユニット２００―３にレンズ２１０をさらに含む構成であり得る。
【０１５８】
　図２７は、他の実施形態に係るランプユニットの断面図である。図２７に示した実施形
態は、図１に示したランプユニット１００の変形例であって、モールディング固定部１９
０をさらに含むことができる。
【０１５９】
　図２７を参照すると、モールディング固定部１９０は、保護層１４０の外周面に接する
ように第１の基板１０１及び複数の導電層１１２、１１４、１２２、１２４上に配置する
ことができ、保護層１４０の縁部を支持及び固定することができる。
【０１６０】
　モールディング固定部１９０は、各発光素子１５０の周囲を取り囲むように第１の基板
１０１及び複数の導電層１１２、１１４、１２２、１２４上に配置することができ、モー
ルディング固定部１９０の内部にモールディング部材を吐出し、吐出されたモールディン
グ部材を硬化させることによって保護層１４０を形成することができる。このとき、モー
ルディング固定部１９０は、吐出されたモールディング部材が溢れることを防止すること
ができ、硬化後には保護層１４０を支持する役割をすることができる。
【０１６１】
　モールディング固定部１９０の形状は、形成しようとする保護層の形状に応じて決定す
ることができる。例えば、モールディング固定部１９０は、円状、楕円状、又は四角形状
などの多角形状であり得るが、これに限定されることはない。
【０１６２】
　モールディング固定部１９０は、他の実施形態のランプユニット１００―２～１００―
５、２００、２００―１～２００―５にも追加して適用することができる。
【０１６３】
　図３２は、実施形態に係る車両用ヘッドランプ８００の断面図である。
【０１６４】
　図３２を参照すると、ヘッドランプ８００は、ランプユニット８０１、リフレクタ８０
２、シェード８０３、及びレンズ８０４を含む。
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【０１６５】
　ランプユニット８０１は、各実施形態のランプユニット１００、１００―１～１００―
５、２００、２００―１～２００―５のうちいずれか一つであり、光を発生することがで
きる。
【０１６６】
　リフレクタ８０２は、ランプユニット８０１から照射される光を一定方向に反射させる
ことができる。シェード８０３は、リフレクタ８０２とレンズ８０４との間に配置するこ
とができ、リフレクタ８０２によって反射されてレンズ８０４に向かう光の一部分を遮断
又は反射し、設計者が望む配光パターンをなすようにする部材である。
【０１６７】
　ここで、レンズ８０４に隣接するシェード８０３の一側部８０３―１とランプユニット
８０１に隣接するシェード８０３の他側部８０３―２は高さが異なり得る。
【０１６８】
　そして、ランプユニット８０１から照射された光は、リフレクタ８０２及びシェード８
０３から反射された後、レンズ８０４を透過して車両の前方に進行することができる。こ
のとき、レンズ８０４は、リフレクタ８０２によって反射された光を屈折させることがで
きる。
【０１６９】
　図３３は、他の実施形態に係る車両のヘッドランプを示す。
【０１７０】
　図３３を参照すると、車両用ヘッドランプ９００は、ランプユニット９１０及びライト
ハウジング９２０を含むことができる。
【０１７１】
　ランプユニット９１０は、上述した各実施形態のランプユニット１００、１００―１～
１００―５、２００、２００―１～２００―５のうち少なくとも一つを含むことができる
。
【０１７２】
　ライトハウジング９２０は、ランプユニット９１０を収納することができ、透光性材質
からなり得る。車両用ライトハウジング９２０は、装着される車両部位及びデザインに応
じて屈曲を含むことができる。
【０１７３】
　上述した車両用ヘッドランプ８００、９００は、実施形態に係るランプユニットを備え
ることによって、光効率を向上させることができる。
【０１７４】
　以上各実施形態で説明した特徴、構造、効果などは、本発明の少なくとも一つの実施形
態に含まれるものであって、必ずしも一つの実施形態のみに限定されるものではない。さ
らに、各実施形態で例示した特徴、構造、効果などは、各実施形態の属する分野で通常の
知識を有する者であれば他の実施形態に対しても組み合わせ又は変形によって実施可能で
ある。したがって、このような組み合わせと変形と関係した各内容は、本発明の範囲に含
まれるものとして解釈すべきであろう。
【符号の説明】
【０１７５】
１００　　ランプユニット
１０１　　第１の基板
１０２　　第２の基板
１０５　　キャビティ
１１２、１１４、１２２、１２４　　導電層
１４０　　保護層
１５０　　波長変換層
１６２、１６４、１６６　　ワイヤ
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